
 

1 

 

 令和４年度 カーボンニュートラル推進事業 飯山市地球温暖化対策地方公共団体実行計画策定支援業務委託 

書類審査 評価基準及び配点 

 

 

 

１書類審査 配点 合計 140点 

 評価点： 各項目の「評点」×「配点」の合計とする。 

  １） 会社の業務実績                配点 35点 

番号 計画名 評価基準（評点） 配点 

① 
環境省 再生可能エネルギー最大限導入計画づくり支援事業又はこれに類する

計画事業 

１件以上：1.0 ０件：0 
10 

②-1 

・地球温暖化対策地方公共団体実行計画「区域施策編」又は「事務事業編」 

（それぞれを１件とカウントする。） 

・新エネルギービジョン等各種エネルギー（バイオマスを含む。）関連の計画

（構想を含む。） 

２件以上：1.0、１件：0.8 

０件：0 ※ 
15 

②-2 
・エネルギー関連に係る調査等の業務（調査受託２件につき、評価基準の 1件

に換算する。受託件数が奇数の場合は、繰上げとする。） 

 
 

③ 

・環境基本計画 

・環境基本計画の進捗状況等の把握等に係る業務（調査受託２件につき、評価

基準の 1件に換算する。受託件数が奇数の場合は、繰上げとする。） 

３件以上：1.0、１～２件：0.4  

０件：0  10 

※ 期間は、いずれも平成 26年４月から令和４年３月までの期間か、令和４年度現在受託中のものとする。 

※ いずれの計画も受託していない場合は、当該事業者は参加資格を持たないものとする。 

※ 受託した業務を示す書類（契約書の写し等）を添付するものとする。 
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 ２） 実施体制（管理者及び担当者の業務実績・専任性・経験年数・業務実施体制）配点 65点 

 評価項目 対象者 評価内容 評価基準 配点 

① 

 

 

業務実績 
管理者 

○管理者又は担当者として、１）の①又

は②-1の業務の実績が十分であるか。 

○受託した場合において、業務受託実績

のある事業者と協力して当該業務を実施

する場合、１社に限りその事業者の業務

実績書（様式第３）に「協力事業者」で

ある旨を記載して提出することができ

る。 

上記計画等の①又は②-1の事業の実績に応じ、評

点とする。（対象期間：平成 26年度から当年度ま

での期間）５件以上：1.0、２～４件：0.8、 

１件：0.4 

協力事業者の受託実績が４件以上ある場合、管

理者及び担当者の評点にそれぞれ 0.2を加えるこ

とができる。ただし、いずれの場合も 1.0を超え

ることはできないものとする。 

15 

担当者 10 

② 専任性 

管理者 
管理者（又は担当者）の手持ち業務と当

該業務の重なり程度について、専任性が

高いか。手持ち業務には全ての業務とす

る。 

  

令和４年９月末時点の手持ち業務量に応じ、評点

とする。１～５件：1.0、６件以上：0.6、０件：0 10 

担当者 

令和４年９月末時点の手持ち業務量に応じ、評点

とする。０～２件：1.0、３～４件：0.8、 

５件以上：0.2 

10 

③ 経験年数 
管理者 

管理者（又は担当者）の実務の経験年数

は充分であるか。 

令和４年８月末時点における実務経験年数。 

（１年に満たない期間は、切り捨てとする。） 

10年以上：1.0、５年～９年：0.6、５年未満：0.2   

５ 

担当者 ５ 

④ 応援体制 （部署） 
管理者及び担当者各１名を除いた業務担

当者の配置人数が充分であるか。 

３名以上配置：1.0、２名配置：0.8、１名配置： 

0.6 ０名：0 
10 

  ※ ①協力事業者との協力関係を示す書類（契約書、覚書等で相手方の押印があるもの）は、企画提案書に併せ提出するものとする。 

※ ④応援体制については、実施体制調書（様式４）に氏名等を記載する。 
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 ３）セキュリティ体制 配点 10点 

 評価内容 評価基準（評点） 配点 

① 
情報保護機密性、情報漏洩の防止を保持する体制が整備されてい

るか。 

認証取得：1.0、 良好： 0.6、なし：0 
10 

 

 ４） 当業務の受託に対する PR（任意の様式、Ａ４版１枚。）   配点 20点 

 評価内容 評価基準（評点） 配点 

① 
当該業務の遂行能力や遂行の方法、同様の計画支援業務が当該

自治体の施策に反映された事例等について評価する。 

魅力がある：1.0、 

提出あり（魅力あり以外）：0.6、提出なし：0 
20 

 

  ５） 見積書（任意の様式）   配点 10点 

 評価内容 評価基準（評点） 配点 

① 

提案見積価格が低い順に順位を付す。 

ただし、委託料上限額を超えた場合又は委託料上限額の 70％を

下回る場合は、失格とする。 

１位：1.0、２位：0.8、３位：0.6、４位：0.4  

５位以降又は上限額と同額の場合：0.2 

同額の場合は、同順位とする。 

10 

 


